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北
陸
新
幹
線
の
敦
賀
以
西
の
ル
ー
ト
提

案
に
つ
い
て
は
、
関
西
全
体
で
解
決
を
図

る
た
め
、
現
在
関
西
広
域
連
合
で
検
討
が

進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
滋
賀
県
に
お
い
て
も
北
陸
新
幹

線
の
整
備
に
伴
う
県
益
の
確
保
や
課
題
等

の
検
討
・
調
整
等
を
行
う
た
め
、
関
係
７

団
体
（
大
津
市
、
高
島
市
、
長
浜
市
、
米

原
市
、
滋
賀
県
市
長
会
、
滋
賀
県
町
村
会
、

滋
賀
県
）
に
よ
っ
て
「
北
陸
新
幹
線
連
絡

調
整
会
議
」
を
組
織
し
、
情
報
共
有
を
図

っ
て
い
ま
す
。

整
備
新
幹
線
の
建
設
費
用
に
つ
い
て
は
、

全
国
新
幹
線
鉄
道
整
備
法
等
に
よ
り
、
そ

の
負
担
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
た

め
、
新
幹
線
が
新
た
に
通
過
す
る
こ
と
と

な
っ
た
沿
線
自
治
体
で
は
、
上
図
の
と
お

り
一
部
費
用
を
負
担
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。現

在
の
建
設
財
源
の
枠
組
み
で
は
、
Ｊ

Ｒ
か
ら
の
貸
付
料
等
収
入
の
一
部
を
充
て

た
後
、
国
が
３
分
の
２
（
公
共
事
業
関
係

費
と
既
設
新
幹
線
〔
東
海
道
新
幹
線
な
ど
〕

譲
渡
収
入
の
一
部
）、
地
方
公
共
団
体
が

３
分
の
１
を
負
担
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い

ま
す
。

新
た
に
整
備
し
よ
う
と
す
る
新
幹
線
建

設
区
間
を
並
行
し
て
走
行
す
る
Ｊ
Ｒ
線
を

「
並
行
在
来
線
」
と
呼
び
、
原
則
と
し
て
整

備
新
幹
線
の
開
業
時
に
Ｊ
Ｒ
の
経
営
か
ら

分
離
さ
れ
る
こ
と
が
条
件
付
け
さ
れ
て
い

ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
路
線
に
つ
い
て
は
地

方
公
共
団
体
と
民
間
な
ど
が
合
同
で
出

資
・
経
営
す
る
鉄
道
会
社
（
第
三
セ
ク
タ

ー
）
が
引
き
継
い
で
経
営
を
行
う
こ
と
が

全
国
的
に
も
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
平
成
26

年
度
末
ま
で
に
開
業
が
予
定
さ
れ
て
い
る

北
陸
新
幹
線
の
長
野
・
金
沢
間
に
お
い
て

も
、
Ｊ
Ｒ
か
ら
の
経
営
移
管
が
次
の
と
お

り
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

▼
信
越
本
線
の
長
野
・
直
江
津
間
お
よ
び

北
陸
本
線
の
直
江
津
・
富
山
県
境
間
で

は
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
お
よ
び
Ｊ
Ｒ
西
日
本

か
ら
経
営
移
管
さ
れ
、「
し
な
の
鉄
道

（
長
野
県
内
部
分
）」
お
よ
び
「
え
ち
ご

ト
キ
め
き
鉄
道
（
新
潟
県
内
部
分
）」
が

運
営
さ
れ
る
予
定

▼
北
陸
本
線
の
新
潟
県
境
・
金
沢
間
で
は
、

Ｊ
Ｒ
西
日
本
か
ら
経
営
移
管
さ
れ
、
富

山
県
お
よ
び
石
川
県
な
ど
が
出
資
す
る

第
三
セ
ク
タ
ー
が
設
立
さ
れ
て
運
営
さ

れ
る
予
定

な
お
、
シ
リ
ー
ズ
②
で
お
伝
え
し
た
と

お
り
、
北
陸
新
幹
線
の
金
沢
・
敦
賀
間
が

新
た
に
着
工
認
可
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

隣
の
福
井
県
に
お
い
て
も
県
お
よ
び
沿
線

７
市
町
が
在
来
線
の
経
営
分
離
に
対
し
て

既
に
同
意
さ
れ
て
お
り
、
今
後
は
関
係
機

関
の
協
力
に
よ
っ
て
路
線
の
存
続
を
さ
れ

る
予
定
で
す
。

次
回
は
、
関
西
広
域
連
合
に
よ
る
ル
ー

ト
案
の
検
討
結
果
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
ら
、

そ
の
詳
細
を
お
伝
え
し
ま
す
。
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●全国新幹線鉄道整備法
・新幹線建設に係る工事費用は、「国(政府)」と沿線の「県」が負担する。
・「県」は、県負担金の一部について、関係する「市町村」へ一部(利益を受ける限度におい
て)負担させることができる。市町村負担額は、当該市町村の意見を聴いた上で定める。

●全国新幹線鉄道整備法施行令
・整備新幹線の建設費用は、国が3分の2、地方(県)が3分の1を負担する。

※借入金は既設新幹線譲渡収入の前倒し活用     　　（出典）鉄道・運輸機構ホームページ 
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整備新幹線の財源構成


